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組合員の方が非常災害により住居及び家財に損害を受けたとき
※　非常災害とは、地震・津波・火災・台風・たつまき・豪雨による浸水・洪水・がけ崩れ・落雷な
ど主として自然現象による災害をいいます（盗難は除きます）。

※　住居とは、組合員が現に居住している建物のことをいいます。自宅・借家・借間・公営住宅等の
別は問いませんが、車庫・倉庫等は含みません。

※　家財とは、住居以外で家具・調度品・寝具・衣類など毎日の生活に必要な財産のことをいいます。
不動産・現金・有価証券・預貯金・装飾品・絵画等は含まれません。

○災害見舞金・附加金請求書
○り災証明書（請求書に証明を受けている場合は不要です。）
○災害事実調査書
○修理の見積書（住宅の損害の場合。損害の割合を算出するため、修理した場合および同じものを
建直した場合の２つの見積書が必要です。）

○家財の品目別明細書（家財の損害の場合。組合員および被扶養者の全家財を記入し、被災したも
のについては滅失割合を記入してください。）
○災害状況の平面図（災害部分を朱書きしてください。）
○被災状況の写真（建物全体及び内部等の被災の状況が把握できるもの。なお、床上浸水の場合は、
浸水の水位が確認できるように「定規」などをあてて写真を撮ってください。）
○その他（新聞等に報道された場合、その記事のコピー。）

※　同一世帯に２人以上の組合員がいる場合は、それぞれに支給されます。
※　被扶養者が別居している場合は、その住居又は家財を組合員のものの一部として取扱います。
※　災害見舞金等支給率の1.25倍については、特別職は１倍となります。

組合員の方が非常災害（火災、風水害、地震等）に遭われた場合に、その損害の程度に応じて災害見舞金等が支
給される災害給付制度及び復旧に必要な資金を借入れることができる災害貸付制度を利用することができます。
該当される組合員の方は所属所の共済担当課を経由して請求又は申込みをしてください。

損害の程度（焼失、滅失、またはこれと同程度の損害） 災害見舞金 災害見舞金附加金

・住居　及び　家財の全部
給料の３か月分

×1.25
災害見舞金の

６割

・住居　及び　家財の２分の１以上
・住居　又は　家財の全部

給料の２か月分
×1.25

災害見舞金の
６割

・住居　及び　家財の３分の１以上
・住居　又は　家財の２分の１以上

給料の１か月分
×1.25

災害見舞金の
６割

・住居　又は　家財の３分の１以上
給料の0.5か月分

×1.25
災害見舞金の
６割

・住居　又は　家財の５分の１以上３分の１未満 ―
給料の１か月分
×1.25×50／100

・損害の程度の認定が困難な場合で、平
屋建ての家屋（家財を含む）が浸水した
場合

給料の１か月分
×1.25

災害見舞金の
６割

給料の0.5か月分
×1.25

災害見舞金の
６割

－
給料の１か月分
×1.25×50／100

床上120㎝以上

床上30㎝以上

床上30㎝未満
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【お問い合わせ先】保険課　医療保健係　　
TEL 083-925-6142

≪ 災 害 見 舞 金 ≫

災害に遭われたときは、速やかに所属所の共済組合事務担当
課を通じて共済組合保険課医療保健係に連絡してください。
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「「だんしんだんしん」」中途加入者募集中中途加入者募集中

団体信用生命保険（だんしん）事業とは、共済組合の貸付金を借り受けている方が、貸付金の償還
途中に万一死亡または高度障害となった場合に、貸付金残高を保険金で相殺することにより退職手当
等を確保し、組合員やその家族の生活の安定を図ることを目的とした保険制度です。
また、債務返済支援保険制度とは、共済組合の貸付金を借り受けている方が、貸付金の償還途中に

病気やケガでやむなく長期間休まれた場合に、毎月の貸付金償還額相当を補償することにより、組合
員が安心して治療や療養に専念できることを目的とした保険制度です。

※共済だより7・8月号に中途加入者募集の記事を掲載しています。
所属所共済事務担当課に配布の「だんしん事業加入手続のご案内」と「だんしん事業重要事項に関

するご説明」で制度詳細をご確認のうえで、加入の手続きをお願いします。

共済組合の貸付事業は、貸付金をもって購入（工事請負）先等に支払いをするものを対象としてい
ます。
貸付けの申込金額に、自己資金やクレジットカードなどで支払済みの金額を含めて申し込まれた場

合は、貸付決定ができません。また、普通貸付支払い報告書や住宅貸付等の完了届による事後確認の
結果、以下の事例により貸付金の返還をお願いするケースが発生しています。

貸付金の返還をお願いした主な事例
○見積書を提出した品物の購入（建物等の工事）をしていなかった
○見積書を提出した品物とは違うものを購入していた
○貸付金の交付前に、自己資金やクレジットカードなどで既に支払っていたことが判明した
○領収書等の金額が貸付額を大幅に下回っていた

支払方法等にご不明な点がありましたら、貸付申込前に所属所共済事務担当課もしくは共済組合福
祉課貸付係までお問い合わせください。

※入学貸付・修学貸付については、貸付けのスケジュールと学費等の納入期限が合わない場合があり
ますので、納入済みのものも対象となる場合があります。

貸付申込前に確認をお願いします

災害貸付について
共済組合では、組合員が居住する住宅・住宅の敷地および家財が水震火災その他の非常災害等

による損害を受けたとき、復旧等に必要な資金の貸付けを行っています。
概要は次のとおりですが、ご利用を検討の場合は所属所共済事務担当課もしくは共済組合福祉

課貸付係で詳細を確認のうえ、お申し込みください。

注１　貸付限度額は、組合員期間により異なります。また、既貸付けの未償還金があるときは、その金額を差し引いたものが
貸付限度額となります。

注２ 住宅・敷地に係る貸付けで、住宅・災害貸付の未償還金を含め貸付額が400万円を超える場合は、抵当権の設定が必要
となります。また、抵当権を設定しない貸付けは、貸付利率に債権保全に係る一部負担金率（年利0.06％）が上乗せされ
ます。

注３　償還回数と償還額は、貸付金額ごとに決められています。

貸付限度額（注１） 貸付利率（注２） 償還方法（注３）

災害貸付 最高　1,800万円 変動性
現在は　年利2.22％

元利均等償還
「毎月償還」と「毎月・賞与償還併用」を選択
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山口県市町村職員共済組合員の皆様へ

団体傷害保険のご案内（傷害総合保険）
市町村職員共済組合員の保険制度（団体傷害保険）をご案内いたします。

○山口県市町村職員共済組合員の皆様のための保険制度となっており、加入手続きが簡単です。
○山口県市町村職員共済組合のメリットにより団体割引20％、優良割引10％を適用しております。
＊上記割引は昨年度（平成22年3月1日保険始期）募集契約に適用しております。平成22年度募集時（平成23年3月
１日保険始期）には変更がある可能性があります。詳細は別途ご案内いたします。

○平成22年度募集の保険期間は平成23年3月1日午後4時から平成24年3月1日午後4時までの1年間です。募集時期は
9月中旬～10月中旬を予定しております。

加入対象者（申込人となる方） ：組合員
被保険者（補償の対象となる方） ：加入するコースによって被保険者の範囲が異なります。

※下記の続柄は、傷害・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。

家族補償タイプでは

夫婦補償タイプでは

個人補償タイプでは

保険期間１年間、月払、傷害保険職種級別Ａ級、天災危険補償特約セット
団体割引20％・優良割引10％適用した場合

家族補償タイプＡ 夫婦補償タイプＤ 個人補償タイプＧ

本　人

死亡・後遺障害 110万円 320万円 320万円

入院保険金日額 1,000円 2,000円 4,000円

通院保険金日額 500円 1,000円 2,000円

配偶者

死亡・後遺障害 100万円 200万円 －

入院保険金日額 1,000円 1,000円 －

通院保険金日額 500円 500円 －

親　族

死亡・後遺障害 100万円 － －

入院保険金日額 500円 － －

通院保険金日額 250円 － －

賠 償 責 任 3,000万円 3,000万円 3,000万円

介　護　保　険　金 60万円 60万円 60万円

被害事故補償保険金 1,000万円 1,000万円 1,000万円

月　払　保　険　料 1,000円 1,000円 1,000円

※　平成22年10月の保険料率改定に伴い、保険金額が変更となります。
※　制度内容等詳細については募集時に配布しますパンフレットをご覧ください。

このご案内は概要を説明したものです。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンにお問い合わせください。

（SJ10-04025 平成22年７月28日）
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　シーサイドパレス萩は来年１月31日をもちまして営業を終了し、廃止することを共済だより７・８月号で
お知らせいたしましたが、施設売却に関しては保健・保養施設運営委員会及び理事協議会の決定に基づき、
次の日程で進めていく予定であることをお知らせいたします。�
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